
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に
該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

10 開示請求等提出先
（名称）　政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

児童福祉法措置データファイル

国分寺市長

福祉部　障害福祉課

児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害者自立支援法に基づく障害
福祉サービスの提供を必要とする者が、やむを得ない事由により介護給付
費等の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合に、その者
の情報を収集し、児童福祉法による措置を行うため。

①対象者
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6続柄、7保護者氏名、8保
護者住所、9保護者連絡先、10障害の程度、11障害名、12健康診断書・医
師意見書、13障害程度区分認定状況、14措置を希望するサービスの内
容、15既に支給決定されているサービスの内容、16生育歴、17家庭状
況、18申請事由
②①の出身世帯扶養義務者
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6続柄、7課税状況、8生活
保護受給の有無、9年金証書等の写し

①対象者　②①の出身世帯扶養義務者

本人から、自課保有情報、個人市民税賦課情報（課税課）、生活保護情報（生
活福祉課）

含む

措置委託先施設

0531

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない


